
（ 中 略 ）

　　　　　

なし あり

あり なし

なし あり

設計金額
に誤り

落札者の決定（開札及び再度入札）

落札者の
変更

積算に誤りが
あると判断

疑義申立対象工事開札結果表（様式第１号）
及び金額入り設計書の閲覧

契約締結の手続

落札者の契約
締結の承諾

入札執行取消通知書（様式第５号）

入札執行取消顛末書（様式第４号）

・入札要求課長は管財課長に顛末を報告する
とともに入札の執行の取消しを要請。

契約の締結の公表

変更契約の取扱い

・管財課長は入札要求課長の要請により、遅滞なく全ての入札参
加者へ通知。
・競争入札参加者が損失を受けることがあっても、市は、その責
めを負わない。
〔淡路市契約規則第１１条〕
専決権者：総務部長
合 議 者：競争入札参加資格審査会、入札要求課長の属する部長

契約締結の手続

・落札者の承諾を以て、落札者を契約の相手
方に決定し、当該決定の日から５日（淡路市
の休日を定める条例（平成１７年淡路市条例
第２号）第１条第１項各号に掲げる市の休日
の日数は、算入しない。）以内に契約を締
結。
〔淡路市契約規則第２３条第１項〕

入札参加者（落札者を含む）管財課長入札要求課長（工事等の主管課長）

淡路市が発注する建設工事の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱のフロー

【対象案件：制限付一般競争入札に付した工事】

積算疑義申立書（様式第２号）

積算内容の確認（再精査）

積算疑義申立回答書（様式第３号）

・疑義申立て期間の末日から起算して３日以
内に積算疑義申立者へ回答。

・入札参加者に限り、落札者を決定した日か
ら起算して３日目の正午までに入札要求課長
へ申立てを行うことができる。

・工事の積算内容を正した設計金額を当初設計金額
に改め、落札金額を除して得た率を請負率として用
いる。

　　ない。

入札執行届書

・入札要求課長は管財課長に執行を依頼。
〔淡路市入札事務取扱要領第１５〕 ・一般競争入札を適正かつ合理的に行うため、入

札に参加する者に必要な資格を定めること。
〔淡路市競争入札参加資格審査会規定第２条第６
号〕

入札公告

・積算疑義申立て期間の末日から起算して３
日以内に落札者を契約の相手方に決定し、当
該決定の日から５日（淡路市の休日を定める
条例（平成１７年淡路市条例第２号）第１条
第１項各号に掲げる市の休日の日数は、算入
しない。）以内に契約を締結。
〔淡路市契約規則第２３条第１項〕

請負契約等変更届出書
・入札要求課長は直ちに、請負契約等変更届
出書を管財課長に提出する。
〔淡路市競争入札結果等の公表に関する規定
第３条〕

・予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者
（中略）を落札者としなければならない。
〔淡路市契約規則第１６条第１項〕
・落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直
ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならな
い。
〔地方自治法施行令第１６７条の９〕

・閲覧対象者：入札参加者（社員証等の提示）

※複写及び撮影禁止

・管財課長は遅滞なく、定められた事項を公表。
〔淡路市競争入札結果等の公表に関する規定第２条第２項〕

注１　入札参加者は疑義申立て対象工事に係る入札（再度入札のあった場合は初度の入札）を行った者であり、無効とする入札〔淡路市契約規則第１３条〕を

　　行った者は含まない。

　２　この要綱で定める所定の手続きは、淡路市契約規則第２３条第１項に定める「契約の相手方を決定」する行為であり、同項に定める期間には算入し


